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本論文は，経済的価値追求という規範や会計制度など，規範や制度に根拠を持つ会計という手段に基

づいてアカウンタビリティを履行することの問題点を，暴力批判の観点から考察するものである。本論

文で明らかになった，会計に基づくアカウンタピリティがもたらす暴力とは，説明を行う個人が会計制

度や規範，法律などによって，特定の固定的・均一的な説明主体として規定され，その結果，責任の限

定的な画定が生じ，本来責任を果たされるべき「他者」に対しでも責任が果たされない，というもので

ある。

本論文ではさらに，上記のような暴力を緩和・解体するアカウンタビリテイの在り方を規範的に考察

した。考察の結果，アカウンタピリテイを脱構築していくことが求められ，その要件として，アカウン

タビリティが単一的な価値に依拠することを防ぐ，「制度化させないための制度」が考えられる，とい

うことを示した。
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I はじめに

世の中には様々な規範が存在する。電車やパスでは高齢者や妊婦に座席を譲るべきであるし

現代の日本においてヒッピーのような姿は社会人として相応しくないと見なされる。このよう

な規範やそれに基づく制度，規則，法律によって，我々の生活は管理・統治され，秩序付けら

れている。無法状態を考えれば，規範に基づく秩序によって，治安の安定などの恩恵がある一

方で，このような管理・統治の方法は，時として我々に対して「暴力」となって作用すること

もあるということを忘れてはならないだろう。

ここで言う「暴力」とは，日本語の「暴力J という言葉が内包する意味のうち，「主体を意の

ままに支配する力J (=Gewalt ／ゲヴアルト）としての暴力である（上野， 2006, v 頁） 1 ）。つ

まり，規範は主体をある一定の枠組みに方向づけることで支配しようとするものであるともい

え，そのように考えたとき，規範に従うことができない（従うことを拒む）人々にとっては，

その規範が彼らの権利や存在を探闘するものとして作用することがある，ということである。

例えば，世の中には異性愛という規範が存在しており，国や自治体，宗教によっては同性同士

の結婚は認められていない。このような異性愛という規範，そしてその規範のもとで設定され

ている向性婚の禁止という法律は，同性愛者にとってはまさに「暴力」として作用し得るので

ある。

では，企業を取り巻く規範にはどのようなものがあるだろうか。これに関しては，企業の目

的として「利潤の追求」が挙げられるように，企業（特に営利企業）をめぐっては，「経済的価

値の追求」という規範が第一に存在しているといえるであろう。そして，この経済的価値の追

求という規範も，我々個人にとって暴力的に作用することがある。もちろん，企業とかかわり

を持たないことが可能なら，企業をめぐる経済的価値の追求という規範の暴力から逃れること

はできるであろう。しかし多くの論者が様々な角度から論じてきたように 2），経済的価値追

求という規範は様々な領域に広がっており，そのような規範から逃れることは非常に困難なこ

とであろう。また，ニュー・パブリック・マネジメント (NPM）の動向以来，パブリックセク

ターでは，経済的価値に基づいた効率性や有効性といった側面が重視され，それらを高めるよ

うな管理が奨励されてきている。しかしパブリックセクターにおいては，介護や医療，福祉

のように，時として経済価値を犠牲にしてでもサービスの質の高さを優先する必要性に迫られ

る可能性のある領域が存在する。このような領域では，経済的価値の追求という規範と，個人

が持つ規範との間で対立が生じるということも十分考えられる。それでは，経済的価値追求と

いう規範は，個人とどのような場面において接点を持つのであろうか。

規範と個人との接点に関して，ほとんどの規範は栗原（201町が指摘するように，家庭や家族

関係がその接点の場となるが，経済的価値追求という規範と個人とが接点を持つ最も明示的な

場所は，業績評価のアカウンタピリテイにおいてであるといえる。つまり，企業などの組織に
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おいて，部下や従業員としての個人が，経営管理者から責任（この場合の責任とは，利益やコ

ストなど経済的価値の追求に関わるものが主となる）を付与されることによって，経済的価値

の追求という規範が個人に突き付けられる。そして，アカウンタビリテイの観点から経済的価

値の追求を捉えたとき，経済的価値を把握 ・ 測定し報告するための手段，すなわちアカウンタ

ビリテイの履行手段として会計が最も適当なツールとなることは，疑いの余地がないであろう。

しかしここで見逃してはならないのは，会計というシステムそのものも，経済的価値の追求

という規範に依拠したものだといえ，さらにそのような規範に基づいた様々な制度や法律のも

と利用される，ということである。したがって，会計によって履行されるアカウンタビリティ

においては，その履行そのものにおいて暴力性が潜んでいるといえるのである。ゆえに，経済

的価値追求という規範がもたらす暴力の緩和やその解体を考える前に，アカウンタビリテイの

履行手段としての会計によってもたらされる暴力の緩和やその解体について検討することが必

要であろう。

以上より，本論文は， 会計によって履行されるアカウンタビリティが苧む暴力性を暴力批判

の観点から明らかにしその暴力の緩和や解体について考察を行うものである。なお，本論文

の構成は以下の通りである。

第 E節では，「倫理的暴力」 という概念をもとに会計を暴力批判の観点から捉えなおし会計

が苧む暴力性について検討する。第E節では，会計に基づくアカウンタビリテイの履行によっ

てもたらされる暴力とはどのようなものであるのかを明らかにする。続く第W節では，

accounterability 依amuf, 2007; Mackernan, 2012）というアカウンタビリティの新しい概念に基

づき，第E節で明らかにした暴力の援和や解体の可能性を規範的に考察する。最後の節では本

論文の総括を行う。

II 暴力批判から見る会計

前節では規範によってもたらされる暴力について述べてきたが，このような暴力に関しては，

哲学者の T.W アドルノと J. パトラーが「倫理的暴力」という考えをもとに批判を展開してい

る 3）。この倫理的暴力に関してアドルノは「全体利益と個別利益，個々人の利益との解離とい

う社会的問題が同時に倫理的問題であり，両者を互いに切り離すことができない」（アドルノ，

2006, 38頁）としこの全体利益を追求するということは「普遍的なものを追求する」 という

ことであり，「「普遍的なもの」が個人と一致しそこねて，あるいは個人を内包しそこねて，普

遍’性への要求そのものが個人の権利を無視してしまう，という状況に言及する」（Butl伐 2005,

p.5；邦訳， 12頁）。つまり，アドルノやパトラーが主張する倫理的暴力とは， 「普遍的なもの」

（全体利益）が個々人の持つ利益と一致しないとき，その全体利益が依拠する倫理的規範は，そ

の規範の枠外に位置する人々の権利を無視し探聞する，というものである。
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この「倫理的暴力」という考え方に関して，それが示された Butler(2005）に多大な影響を受

けた会計学領域における研究としては， Roberts(2009）および Messner(2009）が挙げられる。特

に Roberts(2009）においては， 「倫理的暴力」への批判が会計によ って履行されるアカウンタビ

リティに対して展開されている九

Roberts(2009）では，アカウンタピリテイを履行する主体（説明主体）は本来的に「不透明な

自己J，すなわち自分自身のことすら十全に知り得ない・理解し得ない，にもかかわらず，アカ

ウンタビリテイの履行においては，十全な説明が可能である 「透明な自己」として説明が求め

られる，ということが示されている。前述のように アカウンタピリティ履行の手段としては

会計が有力な位置を占めているが，その理由には， Roberts(2009）が指摘するように，会計こそ

が様々な事象を数値として可視化する透明性をもたらす代表的な技術だからという点も含まれ

るであろう。近年ではこの透明性に基づくアカウンタビリティに対する要求が高まっていると

いえるが，そのようなアカウンタピリテイの要求においては， 説明主体は透明性に基づき求め

られたことは全て説明できるかのように措定されるのである。しかし自分のこと（例えば今

日はなぜそのような服装なのか）を誰かに説明しようとしてみれば分かるように，本来的に我々

は自分自身のことですら，十全に説明することができないのである。この点に関して

Roberts(2009）では「倫理的暴力」という観点から批判がなされているのである。つまり，

Roberts (2009）において示された倫理的暴力とは，説明主体に要求される「透明な自己」という

倫理，すなわち説明を行う者は全てのことに対して説明可能で、あるという普遍的規範が，本来

的に「不透明な自己」であり，「透明な自己」という規範に従うことのできない説明主体の権利

や存在を探聞したり無視したりする暴力として作用しているということを示したものである。

このような Roberts(2009）の研究は， 説明の主体として「アカウンタブル（accountable）」な

主体を措定していない，という点において，これまでの会計学領域におけるアカウンタピリティ

研究とは一線を画すものである 5）。このような研究としては他に，前述の Messner(2009) 6l や，

後で詳しく触れる McKernan(2012）が挙げられるが，これらの研究では，哲学者の巳レヴイナ

スや J. デリダの責任論に基づいて，「他者に対する無限の責任」が想定されているといえ，ア

カウンタピリティを履行されるべき「他者」に対して，アカウンタピリティを履行する「私」

はその責任を可能な限りいかに果たしていくのかということに焦点が当てられている 7）。この

ような「他者に対する無限の責任」を想定した責任論のうち，デリダの責任論に関して『法の

力』で示された「法」と「正義」に関する論考は， w. ヴェンヤミンの「暴力批判論」からの影

響を認められるものである。したがって，ここで，デリダ（1999）での法と正義の関係を見てみ

よう。

デリダ（1999）において，正義とは「無限であり，計算不可能なものであり，規則に反抗し，

対称性とは無縁であり，不均質であり，異なる方向性をもったもの」であるのに対して，法と

は「安定させておくことのできる，規約にかなった，計算可能な装置として，また規則正しく
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整えられてコー ド化されたもろもろの指示の体系」である（52頁）。この「法」と「正義」の関

係をもとに考えると，「法」 には規則や制度，規範といったものも含まれるが， 会計こそ会計制

度や組織内部の規則によって 「規則正しく整えられ」 た「計算可能な装置j だといえる。

デリダの責任論に基づいたアカウンタピリティ研究として， McKernan(2012）が挙げられる

が，この研究では，デリダによる責任のアポリアに関する分析をもとに，アカウンタピリテイ

のアポリアについて議論されている。このアカウンタビリティのアポリアとは，「秘密によって

保証された道徳的な責任という単一性と倫理という普遍性との聞の衝突」に関するものであり ，

「規則やコードや社会的規範という普遍的或いは一般的に理解できるレベル」で生じる「倫理的

な」責任に基づくアカウンタビリティと，「社会的規範において典型的には理解ではない単独的

な責任」という 「道徳的な」責任に基づくアカウンタビリテイに関して，「倫理的なアカウ ン タ

ビリティが道徳的なアカウンタビリティに対して脅威となる」ということである (McKernan,

2012, p. 259）。つまり，社会的規範に基づく責任とそのような規範では理解できない責任が存在

するが，前者のような責任の履行は，デリダのいう「法」のもとで履行されるものである。そ

してこの「法」に位置付けられるものの 1 つとして会計が想定されるのである。会計に基づく

アカウンタビリテイの履行は，社会的規範で理解され得るような責任にのみ焦点を当て，その

枠外の責任に対して焦点を当てない， すなわち，そのような責任を果たそうとする個人にとっ

ては暴力として作用するといえるのである。

以上より，先行研究に基づき，暴力批判の観点から会計を捉えると，数値としてあらゆる物

事を可視化・透明化するという機能とそれが制度や規範のもとで機能するという点に暴力性

を見出すことが可能である。次節では，この会計によって履行されるアカウンタビリテイがも

たらす暴力について，より詳細に検討する。

m アカウンタビリティ関係の構築：レジームの固定化

アカウンタビリティを履行する際には，アカウンタビリティを履行する側，履行される側，

履行手段の 3つの要素が決まる（固定化する）ことが必要である。この 3つの要素が固定化す

る こ とによって，アカウンタビリティ関係が構築されたといえ，アカウンタビリテイの履行が

行われる。本論文では，この 3つの要素が特定の状況で結びついたその在り方のことを「アカ

ウンタピリテイ・レジーム（accountability regime）」と呼ぶ。このアカウンタピリティ ・ レジー

ムにおいて重要なことは，これら 3つの要素のうち，どれか 1 つでも定まらないと，そのアカ

ウンタビリテイは履行されないということである。つまり，アカウンタビリティは，そのレジー

ムの 3つの要素が全て決ま り，固定化されてはじめて履行されるのである。しかしこのレジー

ムの 3つの要素が決まり固定化されると，後述するようにそこにはアカウンタビリティを履行

する説明主体およびアカウンタビリテイを履行される「他者」に対しての暴力が生じる。以下
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では， このレジームの固定化すなわちアカウンタピリテイ関係の構築によってもたらされる暴

力に関して，レジームのそれぞれの要素ごとに検討していく。

1 会計によるレジームの固定化

ここでは， 組織が外部に対して履行するものと，組織内部において履行されるものとに区別

して，会計によるアカウンタビリテイの履行を検討する。まず組織外部に対する会計によるア

カウンタビリテイの履行は，企業の財務諸表の開示に代表されるように，ほとんどの場合，制

度化・規則化されており，事細かな開示の方法や記載内容が定められている。したがって，財

務諸表開示などによる会計に基づくアカウンタピリテイの履行では， 規則に則った方法でアカ

ウ ン タビリティを履行すれば，それで自動的にアカウンタビリテイを果たしたということにな

り，規則として定められた各数値の計算方法やその記載内容が本当に投資者や債権者の意思決

定に有用であり ， アカウンタピリテイの履行に資するものであるのかということが重視されな

い， ということも起こり得る。結果，アカウンタビリティ関係が規則に縛られた限定的なもの

となり，これが経済産業省（2014. 3 頁）で示されているような，情報開示の在り方に対する

企業側・投資家側の双方からの不満が生じている一因だとも考えられる。アカウンタビリテイ

を履行する側からすると，制度化・規則化されたアカウンタビリテイの履行は，制度や規則と

いったものが強制的なものであり且つ強い影響力を持つために，その他のアカウンタビリテイ

の履行といったものは想定されなくなるといえる。ここに，会計によるアカウンタピリテイの

履行においては， 他の履行手段や他の責任の履行相手が想定されない状況下での，アカウンタ

ビリテイ・レジームの固定化が生じるといえる。

次に，組織内部で履行される会計によるアカウンタピリティに関しては，業績評価のアカウ

ンタビリティが存在し，そこでは部下が上司に対してアカウンタビリティを履行する。この際，

会計は「我々にとって一見避けがたく議論の余地がない我々自身や自分たちの活動のイメージ

を提供する」 (Roberts, 1991, p. 359）ため，アカウンタビリテイを履行する個人においては，そこ

で示される数値こそが自分自身であるとして，そのイメージに合わせてアカウンタビリティの

履行が行われることになり ， Roberts and Scapens(l985）で批判されている，ただ目標として掲

げられた数字に表面的に適応していくという，表面的な迎合に過ぎないアカウンタビリティの

履行が生じることになる。そして， 業績評価とは上司と部下という階層関係のあるところで行

われるものなので，そこでは説明主体に対して， M. フーコーが個人を規格化する方法と して主

張した「規律権力」が作用する。つまり業績評価において人々は 評価の結果もたらされるか

もしれない排除の可能性に対して恐怖を抱き，会計的なアカウンタビリティを通じて履行可能

な会計数値に基づく目標や基準，に迎合しそのような要求を満たすことで自身の仕事上の

立場を安全なものにしようとするのである。

さらに， Roberts(l991; 1996）に基づき，「個々の主体は単に，その人および，その人が他者と
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共に関与している特定の社会的行動におけるお互いにとっての他者，の特定の態度が集合した

ものによって構築される」仰ead, 1934, p. 158）という， M. ミードによって示された主体の構築

のされ方に依拠すれば，説明主体は「自身に対する他者の態度を「ヲ l き継ぐ」J ようになり，「社

会生活を構成する信頼・価値・ルール ・命令をもたらす主体」が構築されるのである侭oberts,

1991, p. 357）。つまり，業績評価において排除の恐怖のもと説明主体にもたらされる管理者側か

らのアカウンタビリテイの要求は，やがてはその期待を主体自身に引き継ぐということを通じ

て，自己規律的なものとして内部化されたうえで履行されることになるのである。したがって，

組織内部で履行されるアカウンタピリテイにおいても，会計によるアカウンタピリテイの履行

が絶対的なものになるという可能性が存在する。ゆえに，業績評価におけるアカウンタビリテイ

の履行においても，会計という手段を用いることによって，他の手段や履行相手が想定されな

いという状況下で，アカウンタビリテイ・レジームが固定化するということが生じるのである。

以上より，会計によってアカウンタビリティを履行することにおいては，他の履行手段や他

の履行相手が想定されない状況下においてアカウンタピリテイ・レジームの固定化が生じると

いうことが明らかとなった。それでは，このようなレジームの固定化によって，アカウンタビ

リティを履行する側と履行される側にはどのような影響があるのだろうか。

2 説明の起点としての「自己J の固定化

ここでは，アカウンタビリテイの履行手段として会計が規定されたときに，アカウンタビリ

テイの履行主体にどのような暴力が作用するのかということを明らかにする。

まず，前述のように， Roberts(1991; 1996）で示されるような，会計というアカウンタビリテイ

の履行手段によってもたらされる規律的権力の作用と，その後の自己規律的なアカウンタビリ

テイの履行において，説明主体に対する暴力が見られる。つまり，アカウンタピリティを履行

する主体を，排除の恐怖のもとで会計数値という絶対的なイメージに固定化したうえで排除を

回避できるような基準や目標を定め，そのような基準や目標を達成するよう説明主体を規律す

る。そして Roberts(1991; 1996）で示されるような Mead(1934）での主体構築のされ方に従えば，

このような規律が内面化され，会計によるアカウンタビリテイの履行が自己規律的に生じるの

である。このような自己規律的な説明主体は，求められる説明主体としての自己を，自らアカ

ウンタビリティ・レジームのなかに固定しているのである。

さらに，前節でも見たように， Roberts (2009）では Butler(2005）での主張に基づいて，説明の

起点として規定される「透明な自己」という規範を「倫理的暴力」であるとして批判している。

これは， 「透明な自己」という規範が本来的に 「不透明な自己」を持つ説明主体に対して，その

存在や権利を探醐してしまうという暴力であった。アカウンタピリテイ・レジームに基づいて

考えれば，これは，本来的に説明主体自身にとって不透明な自己を 「透明な自己」という均一

的な説明主体として固定化しようとする暴力なのである。
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3 果たされるべき責任の限定的な画定

前節でも見たように，会計によってアカウンタピリティが履行されるとき，説明主体に要求

される「透明な自己」が本来的に不透明な説明主体にとって倫理的暴力となるということを

Roberts(2009）での議論をもとに示したが，さらに Roberts(2009）では， 本来的に不透明な「私」

と，アカウンタビリテイの履行において要求される「透明な自己」との聞の講離においては，

「道徳的ナルシズム」が自己に対して作用することが示されている。本来的に不透明な自己であ

る主体は，「透明な自己j という理想像に到達することに失敗しそのような主体自身に対して

強い批判を向けることになるが，そこでナルシズムは「完壁さ或いは完壁になる可能性に私を

夢中にさせるものの一つ」であり ，「自己批判の苦しさが，完壁だという私自身の感覚を守り維

持するために，全てにおいて不完全或いは不十分であると私が想像する他者を見つけ出す必要

性をも生み出す」のである（Roberts, 2009, p. 965）。つまり，透明な自己に到達できなかった説

明主体は，それでも透明な自己として自分自身を断定しようとするために，「他者」に対する配

慮を欠いた状態になる。これはまさに，「透明な自己J という理想像と実際の説明主体との聞の

誰離に起因する自己批判が道徳的ナルシズムをもたらし 結果盲目的に「透明な自己」として

自分自身を断定してしまうことによって，そのような透明な自己を起点としたアカウンタビリ

テイの履行が行われ，その結果， 本来的に 「他者」 が望むような責任が果たされず，「他者」に

対して配慮を欠いた状態になるということを示しているといえるだろう。このように，アカウ

ンタビリティを履行される側としての「他者」に対しでもたらされる暴力は，そこで果たされ

る責任が，限定的に画定されてしまっているという点にある。

そもそも，アカウンタビリテイの履行においては，履行に用いられる手段はその目的に即し

ているからこそ選択されていると考えられがちである。しかしこの点に関して， Power(l991)

において指摘され， Hopwood and Miller(Eds.) (1994）でも探究されているような，会計が組織

や社会を構築するという考えに依拠すれば，アカウンタピリテイの履行においても，何らかの

果たすべき責任があり，その責任を果たすために適した手段として会計やその他の履行手段が

選ばれているのではなく，まず手段としての会計が存在しその会計という手段が対応可能な

範囲において，責任が限定的に狭まった範囲でしか果たされない，ということも考えられる。

この点について増子。013）は，会計などの計算技術に基づいて履行されるアカウンタピリテイ

は，「自己の責任の範囲を，他者に対する説明の前に画定する」 ものであり，「こうすることで，

自らは責任ある説明主体であると見倣している」と指摘している（68頁）。

以上より，会計によって履行されるアカウンタピリティにおいては，会計という手段が責任

の履行手段に規定されると，その履行に先立つて責任の範囲を限定的に画定してしまうことに

よって，「他者」 に対して果たされるべき責任のうち，果たされない人や果たされない部分が出

てくるという点において，アカウンタビリティを履行される側に対して暴力が生じるといえる。

また， Roberts (2009）での主張に従えば，会計によって履行されるアカウンタピリティにおいて
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は， 「透明な自己」がその説明の起点として規定されており，この理想像に対して説明主体が

「道徳的ナルシズム」を抱き，自身を「透明な自己」と断定してしまうことによっても，「他者」

に対する配慮を欠いた状態，すなわち「他者」への暴力が生じているといえるのである。この

ような暴力は，言い換えれば会計によって履行されるアカウンタビリティにおいて固定化され

た説明主体がそのアカウンタピリテイの履行の対象としての「他者」を限定的な「他者」とし

て固定化する，という暴力である。

N アカウンタビリティ関係の脱構築：レジームを「聞く j

前節では，会計によるアカウンタピリテイの履行においては，他の履行手段や他の責任の履

行相手が想定されない状況下でアカウンタビリテイ・レジームが固定化されてしまい，その結

果，説明主体が均質的な主体としてレジームのある一点に固定化され，被説明主体たる「他者」

に対しでも果たされるべき責任の限定的な画定が生じるという，アカウンタビリテイの暴力に

ついて明らかにした。本節では，このような会計によってもたらされる暴力をいかにして緩和 ・

解体していくのかということを規範的に考察する。なお，本節での考察は，アカウンタピリティ

の新しい概念である accounterability に関する議論をもとに進めていく。この概念は「アカウン

タブル」な説明主体をアカウンタピリテイ履行の起点に規定しておらず，その点において前節

までに示したような暴力の緩和や解体を志向したものと位置付けられるものである。

1 accounterability の概念

accounterability の概念は， Kamuf(2007）によって提唱され， 2012年の CriticalPerspectives on 

Accounting 誌における特集号によって会計学領域にもたらされた概念である。この

‘accounterability’という言葉は，＇accountability’という言葉のなかに‘counter’という言葉が入

り込んでおり，‘ac-counter-ability’となっている。これは，‘accounterability’という概念が，「計

算（calculatively）に支配されたアカウンタピリティの普及した状況に対する抵抗の実践」

(McKernan and McPhail, 2012, p. 177) としてのアカウンタビリティの概念だからである。この

抵抗を示すために，‘accountability’という言葉のなかに‘counter’という言葉が入り込んでい

る8）。

この‘accounterability’の概念を解題した先行研究として増子（2013）が挙げられるが，増子

(2013）では， accounterabili勿の概念について，証言としてのアカウンタピリティと抵抗として

のアカウンタピリティとに分離して議論を展開している。以下では， 増子（2013）では議論され

ていないが McKernan(2012）では証言と並ぶ accounterability の側面として位置付けられてい

る，デリダの「贈与」に関する議論に基づいた贈与としてのアカウンタビリティについても踏

まえ，‘accounterability’の概念を詳細に検討する。
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(1) 証言と抵抗としてのアカウンタピリテイ

証言としてのアカウンタピリテイ（accountability as testimony）における「証言」とはデリダ

によって示されたものであり，このアカウンタビリティの在り方は McKernan(2012）によって

示されたものである。第 E節でも言及したように， McKernan (2012）では，デリダによる責任

のアポリアに関する分析をもとに，普遍的な責任を履行するための倫理的なアカウンタピリ

ティと，単独的な責任を履行するための道徳的なアカウンタビリティとの間のアポリアについ

て議論している。この McKernan(2012）では「道徳的な責任と決断は，その単独性において．

アカウンタビリティによって要求される返答可能性や可視性とは両立し得ないある種の秘密に

頼っている」(p. 261）とし旧約聖書『創世記』 22章のアブラハムによるイサクの奉献の物語に

見るデリダの責任論から，この秘密を伴う単独的な他者に対する道徳的なアカウンタビリティ

を見出す。なお，イサクの奉献の物語とは，以下のような内容である。

百裁になろうとするアブラハムは，すっかり年老いた妻サラとの関に男の子が生まれるで

あろうという神の約束を聞き，事実イサクが生まれる。ところがある日神は，「息子イ サクを

連れてモリヤ山に行き，彼を犠牲として捧げよj とアブラハムに告げる。そこでアブラハム

は．妻や執事さらにはイサク本人にも何も告げず．モリヤ山に向かう。一度だけイサクが，

犠牲のための子羊はどこにいるのか， と尋ねる。アブラハムは，子羊は「神が備えてくださ

るj とだけ答えて．歩き続ける。ついに命じられた場所につき， アブラハムはイサクを祭壇

の上にのせ，手を伸ばして刃物を取り，息子を殺そうとした。アブPラハムの「決断j の瞬間

である。そのとき，天から神の使いが呼びかけ．「あなたが神をおそれるものであることが，

今，わかったj と告げる。アプラハムがまわりを見回すと，背後に一匹の羊がいたので，彼

はこれをイサクの代わりに捧げた。神はアプラハムに子孫繁栄の祝福を与える。（車種＇ 2001も．

186頁）

この物語に関して McKernan (2012）がまず言及するのは，決断の瞬間に生じるとデリダが主

張する「狂気」についてである。すなわち，「イサクを犠牲にするというアブラハムの決断は，

コミュニテイの規範という観点で理解することは不可能であり，自身の妻サラに対して正当化

或いは説明することは不可能で、ある」（McKernan, 2012, p.262）という点で「狂気」なのである。

しかしここでアブラハムは神の「イサクを捧げよ」というお告げに従う，つまり神に対する

責任を果たすために，イサクにも妻にも本当のことは言わず，「秘密」を守る。「アブラハムが

責任を引き受けるということは，沈黙を守り，秘密を共有せず，自分自身やその行動について

説明を与えず，議論のために物事を話さず公にしない，ということ J(McKernan, 2012, p. 262) 

であり，それが神という単独的な他者に対する責任を果たすことなのである。

そして，このような倫理的なアカウンタビリティと道徳的なアカウンタビリティというアカ
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ウンタピリテイのアポリアが存在するなかで，どのようにして他者に対する責任を高め，その

責任を履行していくのかということに関して， McKernan(2012）では証言のアカウンタビリ

ティが主張される。この「証言」は， Kamuf(200η でも計算に基づくアカウンタビリティに対

して抵抗をなすものとして考えられており，増子。013）の言葉を借りれば，証言のアカウンタ

ビリティとは，「個人的なものであり．．．少なくとも，真理に対する私の「証言」を説明の受け

手に与えるような説明を行うこと」（67頁）である。つまり，デリダによって示される「証言」

とは，「本質的に個人的で主観的なもの」（McKernan, 2012, p. 270）であり，「複式簿記からもた

らされる会計記録を含む技術的な記録は，それ自体で証言を生み出すものではない」

(McKernan, 2012, p. 270）のである。むしろ，このような証拠や根拠といったものをもたらす技

術は「証言に対する必要性を破棄することを意図し得る」（McKernan, 2012, p. 270）ものでもあ

る。

以上，ここまで証言のアカウンタビリテイについて検討してきたが，ここで示されたような

「証言」を行うためには，証拠や根拠に基づいた説明ではなく，そのようなものを超えて存在す

る責任に応答する説明が必要となる。この点において，会計などの証拠や根拠をもたらす技術

によるアカウンタビリテイの履行ではなく，証拠や根拠といったものに基づかない方法による

アカウンタピリテイの履行が求められるのである九

次に， accounterability におけるもう一つの側面である，抵抗としてのアカウンタピリテイに

焦点を当てる。なお，この抵抗としてのアカウンタピリティについて議論を行う際に重要な点

は，証言としてのアカウンタピリティを志向した，会計などの証拠や根拠をもたらす技術に基

づかない，別の方法によるアカウンタビリティであっても，それは Kamuf(2007) や

McKernan(2012）が批判してきた，「計算」 10）に依拠したアカウンタビリテイになるという可能

性を苧んでいるということである。

この点において，アカウンタピリティを履行するうえで，アカウンタビリテイによってもた

らされる暴力から我々は逃れられない。つまり どのような手段によるアカウンタビリティの

履行においても，それが制度や規則化することによって，根拠や証拠に依拠するアカウンタビ

リティの履行に変容し得るのである。増子（2013）が言うように「我々は，自らのアカウンタビ

リテイの履行が，暴力性を伴うことを知りながら，アカウンタビリティの履行を行う他ない」

(71頁）のである。そのうえでこの抵抗のアカウンタビリティとは，そのような暴力性を「減じ

るアカウンタピリテイの履行の形態」（増子， 2013, 71頁）なのである。

増子（2013）では，このアカウンタビリティにおける暴力性を減じるための糸口を，デリダの

「正義論」に見出す。デリダ（1999）は正義に関して，それを法／権利から区別し，「法／権利は

本質的に脱構築可能である」（33頁）のに対して「正義それ自体は．．．現実に存在するならば，

法／権利の外または法／権利のかなたにあり，そのために脱構築しえない」（34頁）ものであ

り，脱構築そのものも「現実に存在するならば，これと同じく脱構築しえない」（34頁）もので
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あるとする。そしてここから 「脱構築は正義である」という主張が導かれる（デリダ， 1999,

34頁）。ゆえに，法や規範，ルールなどに則った決断とは正義に適うものではないのであり，「あ

る決断が正義にかなうものでありかっ責任ある／応答可能なものであるためには，その決断は

それに固有の瞬間において．．．規制されながらも同時に規則なしにあるのでなければならない

し提を維持するけれども同時にそれを破壊したり宙吊りにするのでなければならない」（デリ

ダ， 1999, 56頁）ということが主張される。

増子（2013）ではこのようなデリダの「正義論J を，アカウンタビリテイの議論に応用して，

「アカウンタピリティの履行そのものに，客観性，合理性，正義の根本的な根拠を置くことがで

きないということ」（72頁）および「客観性，合理性，正義の本質的な根拠は，他者に対するあ

る絶対的な，つまり脱構築不可能な正義という他者によってもたらされるということ」（72・73

頁）を導き出す。したがって，抵抗のアカウンタピリティとは，「正義や他者に対して，開かれ

たものとなるよう，それにむかつて脱構築可能なアカウンタピリティの履行を通して，脱構築

不可能な正義や他者に対して聞かれた関係に向けて，絶えず脱構築していくこと J （増子， 2013,

73頁）なのである。そしてこのような脱構築は，アカウンタピリテイのアポリアを経験するこ

とによってしか達成され得ないのである。

(2）贈与としてのアカウンタピリテイ

McKernan(2012）において，贈与としてのアカウンタビリテイ（accountability as g出）は証言

としてのアカウンタピリティと同様に責任を高めることを助けるアカウンタピリティの再構成

された形態として示されている。 McKernan(2012）では，「既存のアカウンタピリテイの実践は

循環的（economic）な円環，すなわち交換の円環に制限される傾向にある」(p. 273）と見なす。こ

れは，アカウンタピリティとは上記でも見てきたように 典型的には法的，倫理的な基準や規

約に基づく限定的なものになるのであり，そこでは負債や所有に関する会計による詳細な記録

などによって，その円環が堅固に維持され，結果，「アカウンタビリティの閉鎖J(McKernan, 

2012, p. 273）が生じてしまうということを意味する。このような閉鎖的な交換の円環に基づい

て履行されるアカウンタピリティにおいては その円環のなかに新しい要素や他者が入ること

ができずに排除されてしまう。このような点に関して McKernan(2012）は，「他者に対して聞か

れること」ゃ「新しい何かが割り込む」といったことを生じさせるものとして，デリダが示し

た 「贈与」の概念を引用している。

贈与があるために必要なことはただ単に．受贈者が返さない，返済しない，償わない．報

いない，契約に入らない， ということにとどまりません。ぎりぎりのところでは，彼がその

贈与を贈与として認めさえしないのでなければなりません。もし彼がそれを贈与として認め

たら， もしその贈与が贈与として彼に現われたら， もしそのプレゼントがプレゼントとして
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プレザン

彼に現前したら， この単なる認知だけでその贈与を廃棄するのに十分です。〔デ l）ゲ＇ 1989, 

74頁）

つまり贈与とは，その贈与の贈与者にしろ受贈者にしろ，それが贈与であると認識すること

によって廃棄されてしまうものである。「贈与の記憶とは，与えることの瞬間に消滅しなければ

ならない」（McKernan, 2012, p. 274）のである。

このように，デリダによって示されている贈与の概念は「途方もなく捉えどころのない」

(McKernan, 2012, p.274）ものであるが， McKernan(2012）では，この贈与の概念をさらに追求

するために，「円環としての時間」（デリダ， 1989, 69頁）について言及する。デリダ（1989）で

は，「あらゆる循環のこじあけが生起したであろう瞬間にしか，贈与は可能でありえず，贈与は

ありえ」ないのであり，さらに「時間的円環のこじあけが生起するであろうその瞬間は，時間

には所属するはずがない」ということが示される（69頁）。つまり，「決断のその瞬間（キルケ

ゴールによると，その瞬間は狂気なのです）が時間を遮断しもはやそれが一つの今として，

時間的綜合のうちに連結されている一つの現在として，つまり，過ぎ去った現在，現在そのも

の，言いかえれば顕在的現在，未来的現在として思考可能でない瞬間にしか，贈与はあらぬJ

のである（デリダ， 1989, 69頁）。したがって，贈与が時間を引き裂くことによってやりとりの

円環が打ち破られ，狂気のうちにそして不均衡のうちに他者への志向がなされるのである

(McKernan, 2012, p. 27 4）。そして McKernan (2012）では，「デリダにとって，贈与の瞬間はひょっ

としたらアブラハムのイサクの拘束において最も例証されているのかもしれない」として，前

述のイサクの奉献の物語を再度解釈する。日く，「アブラハムが自身を絶対的な他者に十全に応

答するように専心する際に贈与は生じた」のであり，アブラハムがイサクを殺そうとナイフを

振り上げたときが，狂気の瞬間なのである (McKernan, 2012, p. 27 4）。「その瞬間においてアブ

ラハムは，自身の行動が将来にどのような影響を与えるのか，特にイサクの死が彼の神との約

束の達成にどのような影響を与えるのかということを計算することなく，他者に対して応答す

るために時間を引き裂くのである」（McKernan, 2012, p. 274）。

また， McKernan(2012）においては，贈与が不可能で、あり ， 決して現前せず認識されるもの

ではないということに，我々がこの贈与に対して情熱を抱j 贈与を要求する理由を見出す。

そして，贈与と交換の円環の聞には，「交換の円環による支配を緩和しその円環の流れを妨げ

ること」 (p. 275）で，「他者が到来し，新しい出来事が生じ，贈与が生じる」 (p. 275）一方で，「贈

与は交換の円環を作動させるもの」(p. 276）でもあり，「交換の円環は，贈与という徳行（vir加e)

によって回転する」(p. 276）というような相互依存関係があるということが示される。このよう

に考えるのであれば，「我々が直面する本当の課題は，贈与と循環（economy）の聞の関係性を

交渉する最良の方法であり，我々はその贈与と循環の間の空隙或いは空間に紛れ込む必要があ

るJ(McKernan, 2012, p. 276）。そしてこのことを実現するために McKernan(2012）では，「規制
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や手続きによって，説明の贈与のための，すなわちより歓待となる説明 (hospitable accounts) 

のための，空間が認められることを確実なものとするために，我々は制度的に注意を払う必要

があるJ(p. 276）ということが主張される。 McKernan(2012）において贈与は， 「他者そしてまさ

に来るべき他者に対する明確な応答であり，絶対的な他者という単独性に対する応答」でもあ

りさらに，「贈与とともに，時間は引き裂かれ，現前するものの不変性は全き他者，すなわち現

前しているものに留まらない全き未来，に対して聞かれることによって崩壊する」のである (p.

276）。したがって，このような贈与としてアカウンタビリテイを履行していくことで，「我々の

期待や義務，伝統，法律，計画」仰cKernan, 2012, p. 276）といったものに基づく円環を突破し，

不可能であることに対しての空間を作ることによって，単独的・絶対的な他者に対する責任が

履行される可能性が生まれるのである。

以上， McKernan(2012）において示された贈与としてのアカウンタビリティについて検討し

た。このアカウンタピリテイの形態において特筆すべきは，贈与そのものはデリダも言及して

いるように，「不可能なもの」（デリダ， 1989. 67頁）であるが，それに対して積極的に関わろ

うと志向し，「贈与」のための空間を作ろうとすることこそが，法律や規則や規範，そ して倫理

といったものに基づく交換の円環を突破し，単独的・絶対的な他者に対して責任を果たすため

には必要だということである。そしてこの方法として， McKernan(2012）では，規制や手続き

などによって，制度的にそのような仕組みが構築されることを志向しているといえるのである。

既に示したように，アカウンタピリテイの履行は McKernan(2012）も指摘するように交換の円

環に制限されているといえるのであり，このような円環には，証拠や根拠となる詳細な記録に

基づく会計によって履行されるアカウンタビリティも含まれる。したがって，このアカウンタ

ピリティの円環を本論文で示したアカウンタビリテイ・レジームと読み替えれば，

McKernan (2012）で示された贈与としてのアカウンタビリテイに関する議論とは，会計によっ

て履行されるアカウンタピリテイによるレジームを突破しそのレジームの枠外に存在する（と

考えられる）「他者」に対して責任を果たす方法としての「贈与」を示すものなのである。

2 アカウンタビリティの脱構築

ここまで， McKernan(2012）での議論に基づき， accounterability を解題した増子（2013）も参

照しながら「証言と抵抗としてのアカウンタビリティ」および「贈与としてのアカウンタピリ

ティ」という側面から accounterability を検討してきた。単独的な他者に対する責任を果たすた

めのアカウンタピリテイの履行として，根拠や証拠に依拠しない「証言」という方法による責

任の果たし方が求められるが，どのような履行手段であっても，それが制度化・規則化され，

根拠や証拠に依拠したアカウンタビリテイの履行に変容する可能性が存在する。この点におい

て，そのような暴力を減じる一つの糸口として，「他者」ゃ「正義」といったものをアカウンタ

ビリテイのなかに取り込むということが考えられ，この点において，アカウンタピリテイは常
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に抵抗される必要がある，つまりアカウンタピリティは脱構築される必要がある，ということ

が導かれた。また，単独的・絶対的な他者に対して責任を果たすことは，ある種の「狂気」で

あり，そのような決断を下すことは「贈与」の考えに基づけば「（現前や実在，現存もしないと

いう点で）不可能なもの」であるが，それを志向し，制度の構築を通じて接近することによっ

て，我々が縛られている法や規範や規則といった円環を突破することができるのである。この

ような前項までの議論に関して，ここでは，アカウンタピリテイの脱構築について議論した増

子（2014）お よび園部（2014）をもとに， アカウンタビリテイの脱構築についてさらに詳細に検

討する。

増子。014）では，アカウンタピリテイの説明主体を「自己に基礎をもっ主体」と「自己に基

礎をもたない主体」に区別したうえで議論を展開する。「自己に基礎をもっ主体」とは，「ルー

ルや基準を含む規範を能動的に引証する権能を有する主体」（増子， 2014, 37頁）のことであ

り，このような主体によって履行されるアカウンタビリテイにおいては，「アカウンタビリテイ

の履行の意味をある点で、つねに固定したり停止したりすること，ある利害関係者の特殊性や差

異のうち，少なくともいくつかの次元が無視されるか，同質化されなければならないJ （増子，

2014, 38頁）というものになる。つまり「自己に基礎をもっ主体」とは，会計基準などの基準

や組織内での制度や規則，さらに世の中に存在する規範によって自己が構築された主体のこと

であるといえ，本論文の第3節で見てきたように，このような説明主体によって履行されるアカ

ウンタピリテイは，被説明主体たる「他者」をも固定化してしまう。そして，この点において，

「他者」が持つ特殊性や差異といったものが無視されたり同質化されたりするということが生じ

るのである。

このような「自己に基礎をもっ主体」によって履行されるアカウンタピリティの問題点を明

らかにしたうえで，増子。014）は「アカウンタビリティを「他者性」のパースベクティブから

捉え直し」（39頁），「他者」にとってのアカウンタビリティを再定式化することを志向する。そ

こで，「自己に基礎をもたない主体J によるアカウンタビリテイの重要性を主張するが，この

「自己に基礎をもたない主体」とは， Butler(2005）で示された「不透明な自己」に基づいたもの

として定義される。そして，「自己に基礎を持つ主体」によって履行されるアカウンタビリティ

では，「説明主体が他者に負う無限の責任を，ルールや基準を含む規範という規定済みのものへ

責任を還元している」（増子， 2014. 50頁）とし「それは他者への無限の責任を果たすどころ

か，他者に責任を負うという他者性のパースベクテイブから見れば，無責任にしかなっていな

い」（増子， 2014. 50頁）ことを指摘する。したがってここから，「自己に基礎をもたない主体j

は，「責任の可能性，またはとりわけ自分自身を説明するというアカウンタピリテイの履行の可

能性を掘り崩してしまうのではなく，むしろ，アカウンタピリ ティの履行を他者に向かつて聞

く」（増子， 2014, 50頁）ことが可能であるとしこのようなアカウンタピリテイの形態に脱構

築を見ているのである。
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また園部（2014）では，アーレントの公共性の議論に依拠し，「アーレントの思想と親和性が

強く， しかも責任の概念についてより深く考究している」（17頁）デリダの責任論に基づいて，

無限の責任に依拠したアカウンタピリティ理論を，公共性を志向する社会環境会計の学問的基

礎（デイシプリン）として提示している。ここで示されるデリダの責任論に依拠した無限の責

任に基づくアカウンタビリテイは，増子（2014）で志向される内容と基本的に同じであるが，園

部（2014）では，他者に対して到達し得ない（十全に果たすことができない）無限の責任に関し

て，たとえアカウンタビリテイ実践が無限の責任を果たすものではなかったとしても，そのよ

うな責任が「来るべきもの」として意識され想定されたなかでアカウンタピリテイが履行され

ることが必要だということが示される。この考えに基づいて，園部（2014）では，会計による経

済的な一元的価値評価を緩和する多元的評価をもたらす社会環境会計に関する制度として，

GRI ガイドラインやマテリアルフローコスト会計を挙げる。そして，責任の無限性を意識した

うえで「経済的な一元的評価を多元化することは，他者の複数性を少しでも回復しているとい

う意味で，公共性に向かつて聞かれていると言える」（園部， 2014, 16頁）という点にその意義

を見ている。

以上より，アカウンタピリテイの脱構築とは，他者に対する無限の責任が措定され，そこで

絶えず他者に対する責任を果たしていくためにアカウンタビリテイの履行を他者に対して聞い

ていくことであるといえる。そして無限の責任に基づくアカウンタビリティは現実には達成し

得ないが，それを志向することが大事なのであり，そのようなアカウンタビリテイの履行に接

近するためにも，制度としてアカウンタピリテイの履行が他者に対して聞かれるような仕組み

を構築することが重要なのである。

3 制度化させないための制度：アカウンタビリティ・レジームを「聞く J ために

ここまで見てきたように， accounterability の概念から見出すことができた，「証言と抵抗と

してのアカウンタビリティ」や 「贈与としてのアカウンタビリティ」といった，「他者」に対す

るアカウンタビリティの履行に対する志向は「アカウンタピリテイの脱構築」と呼ぶことがで

きる。前項で見た「アカウンタビリテイの脱構築」についての先行研究のうち，園部（2014）で

は，無限の責任に基づくアカウンタピリテイの履行に接近するためには，そのようなアカウン

タピリティを志向した制度としての仕組みを構築することの必要性が示されていたが，この制

度構築の観点は， McKern担（2012）でも贈与のアカウンタピリティに関して示唆されていたも

のである。なお，制度に関してデリダは，「わたしは制度を愛しときとしては機能しないこと

があるにせよ，新しい諸制度に参加することに多大な時間を使ってきました。それと同時に，

わたしは解体しようとも努めているのです。とはいえ，わたしが解体しようと努めるのは制度

ではなく，むしろ所与の制度のうちにあるいくつかの構造であり，あまりに柔軟性のない構造，

もしくはドグマ的な構造，あるいは将来の研究にとって障害となるような構造なのです」（カ



会計をめぐるアカウンタピリテイの構築と脱構築 (43) 43 

ブー ト編， 2004, 10頁）と述べている 11)。したがって，デリダのいう脱構築は，制度そのもの

を否定したものではないといえるであろう。デリダは脱構築を，「制度それ自身の未来へ向けて

オープンにする」（カブート編， 2004, 7頁）ことであるとしており ， この点に関してカブート

は，「制度の哲学としての脱構築は，制度の力に懐疑的でありながら，諸制度を，ひとがそのな

かで暮らせるようにしようとーオープン・エンドで，多孔質的で，警戒を怠らないものにしよ

うと一目論んでおり，あらゆるものをプログラムしようと試みるのではないプログラムに基づ

いて諸制度を組織しようと目論んでいるのである」と指摘している（カブート編， 2004, 73頁） 。

まさにこのような制度の在り方は，園部（2014）や McKern組（2012）で志向される制度と通ずる

ものであり，いわば「制度化させないための制度」であるといえる。

ここで，これまで検討してきたアカウンタビリテイの履行によってもたらされる暴力の緩和・

解体に関して，本論文で示したアカウンタピリテイ・レジームという考えにアカウンタビリテイ

の脱構築を引き付けて考えると，固定化してしまったレジームのなかで，アカウンタピリテイ

を履行する側や履行される側が特定の均質的な主体として規定されるのではな く， またそのレ

ジームに含まれていない主体もそのレジームに入る可能性が完全に否定されてしまわないため

にレジームに可変性が残されているような， レジームが「聞かれる」ということが求められる ，

ということになるであろう。そして，そのようなレジームが「聞かれる」ための要件として，

上述の「制度化させないための制度j が位置付けられる。それでは，この「制度化させないた

めの制度J とはどのようなものであろうか。

この点に関しては，園部（2015）で示された複数価値に基づく評価プロセスの議論が参考にな

る。園部（2015）では，アレント（1994）に代表される公共性の議論および， Stark(2009）で示さ

れたような，複数の評価原則が存在しそれらが衝突することでイノベーションが導き出される

ということを複数価値が求められる根拠としこの複数価値の復権という問題を管理会計の文

脈に移し替え，管理会計を「複数評価するように再設計すること」（園部， 2015, 171頁）を志

向 している。この園部（2015）の議論に基づけば，複数の評価制度が併存するためには，それら

の制度が依拠する異なる価値が併存していることが必要だといえる。そして， このことをアカ

ウンタビリティ・レジームに引き付けて考えると，異なる価値に基づくアカウ ン タビリテイの

レジームが併存することが必要だ、， と言い換えられるであろう 。 しかし異なる価値に依拠す

るレジームが併存していたとしても，それらはやがて制度化し， アカウンタビリティ ・ レジー

ムの固定化に基づく暴力が生じることになる。したがって， このような暴力を緩和・解体する

には，絶えず既存のレジームの外側の価値観・視点に依拠する，すなわちレジームが常に新た

な価値に基づくことができるよう聞かれている ， ということが必要であり，それが可能となる

仕組み（制度）が必要となる。そして， ここで志向される制度こそが，「制度化させないための

制度J なのである 12）。
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v おわりに

世の中には様々な規範が存在し，明示的であるか否かにかかわらず我々の生活を管理・統治

しているが，このような管理や統治の方法は我々に暴力的に作用していることはないのであろ

うか。このような関心をもとに，本論文においては，経済的価値追求という規範や会計制度な

と規範や制度に根拠を持つ会計という手段に基づいてアカウンタピリティを履行することの

問題点を，暴力批判の観点から論じてきた。アカウンタビリティ・レジームという観点から会

計によって履行されるアカウンタビリティを捉えたとき，そこに見られる暴力とは，説明を行

う主体が会計制度や規範などによって，特定の固定的なアカウンタビリティ・レジームの一点

に縛り付けられる，ということで、あった。さらにこのような暴力の結果，責任の限定的な画定

が生じ，本来責任を果たされるべき「他者」に対しでも責任が果たされないという点での暴力

が生じる，ということも明らかになった。

このような暴力の緩和や解体に関して，本論文では新しいアカウンタビリテイの概念である

accounterabiliザの概念に基づいて考察を行った。この考察においては，デリダの責任論に基づ

き，単独的な他者に対する責任を果たすためには 無限の責任に基づくアカウンタビリティを

措定しそのようなアカウンタピリティを志向した制度としての仕組みを構築することによっ

てそのようなアカウンタビリティに接近すること，すなわち「アカウンタビリテイの脱構築」

が求められるということを示した。さらに，このアカウンタピリティの脱構築という考えをア

カウンタビリテイ・レジームに引き付けて，レジームを「聞く」という考え方を提唱しアカ

ウンタビリティの脱構築と同様に， レジームを「聞く」ためにも，「制度化させないための制

度」が要件となることを示した。

本論文は，暴力批判に関する哲学的な議論に基づき，会計によって履行されるアカウンタピ

リティによってもたらされる暴力とその媛和・解体という観点から，無限の責任に依拠するア

カウンタビリテイの意義を示し，さらにこのアカウンタピリテイの可能性を実践において見出

すためにアカウンタピリテイ・レジームを「開く」という考えを提唱した。さらに，本論文で

は「制度化させないための制度」というアカウンタピリティ・レジームを「開く」ための要件

も示した。会計学領域のアカウンタビリティ研究においては，会計以外の履行手段に基づくア

カウンタビリティの在り方に関する実践的な観点からの研究はまだ萌芽期にある。したがって

今後は，アカウンタビリテイ・レジームの固定化とレジームを「開く」ということ，そしてそ

の要件としての「制度化させないための制度」という観点からアカウンタビリテイ実践を捉え

ていくことを通じて，会計以外の履行手段に基づくアカウンタピリティの可能性に関する研究

の蓄積が求められる。

なお，忘れてはならないのは，アカウンタビリテイ・レジームが「聞かれj，新たなレジーム

が生じたとしても，そのレジームが制度化することによって暴力性を字むことは避けられない
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ということである。つまり我々は，アカウンタビリテイの履行に伴う暴力の緩和・解体を目指

して絶えずアカウンタピリテイの在り方を変化させ続けることでしか，アカウンタビリテイが

苧む暴力の緩和や解体はできないのであり，それがアカウンタピリテイ・レジームを「聞く」

ということの本質なのである。

注

本研究は JSPS 科研費（課題番号 16Kl7218）の助成を受けたものである。

1 ）上野（2006）に基づけば，日本語の暴力には本文に示した Gewalt としての暴力以外に，「主体の意のままに

ならない力」である violence としての暴力が存在する。

2）経済的価値の追求からの脱却や，経済的価値からの解放は，これまでにも多くの学識者によって，様々な

角度から繰り返し主張されてきたことである（ポラニー， 1975 ；ハーパーマス， 2000 ，サンデル， 2012他）。

3）「倫理的暴力」という考え方は，アドルノによって示され，のちにバトラーに引き継がれている。

4) Roberts(2009）では，「倫理的暴力」という観点から会計によって履行されるアカウンタピリティについて

批判的に検討したうえで，あるべきアカウンタビリテイの形態として，‘intelligent accountability’という概

念を提唱している。当該概念については， Roberts(2009）を解題した中浮（2012）を参照されたい。

5）会計学領域の研究において，これまでもアカウンタビリテイ履行の手段としての会計に疑義を示すものは

存在した（例えば Boland and Schultze, 1996; Roberts, 1991; 1996）。しかしこれらの研究は，履行手段を会

計以外のもの（例えば対話や文書記述情報）に求めるというものであり，説明主体がそもそも十全な説明

が可能なのかについて焦点を当てたものではない。

6) Messner(2009）では，説明主体を不透明な自己無防備な自己媒介される自己という三つの観点から示し，

そのそれぞれの観点からアカウンタピリテイの限界について考察を行っている。

7）ここで言う「他者」とは，実存する個別具体的な他者だけでなく．「他者性」をも含むものである。

8 ）なお，この‘accounterabiliザは，発音においては‘accountabili句f と区別できない。

9）証言としてのアカウンタピリテイに関して，増子（2013）では，オリンパスの粉飾決算事件における M ウツ

ドフォードの一連の対応に，このアカウンタビリティの在り方を見ている。

10）ここでいう「計算」には，法や規範，ルールが含まれる。

11）カブート編（2004）では，ら41頁にはカブートを含む 4名とデリダによる会議（円卓会議）における議論が

収録されており，当該引用箇所はその議論におけるデリダの発言箇所である。また，これ以降の引用箇所

においても， 5-41頁からのものは全てデリダの発言からのものである。

12）園部（2016）では，統合報告のフレームワークにおいて 6つの資本という多元的価値に基づく報告が目指さ

れていることに，他者に対する無限のアカウンタビリテイに接近するための制度的側面を見ている。また，

紙幅の関係上，本論文では割愛しているが，中浮他。014）で考察を行った， 一関市国保藤沢病院が実施し

ている地域住民との対話活動である「ナイトスクール」は，アカウンタビリティの実践において，この「制

度化させないための制度」として機能しているものと考えられる。「ナイトスクール」の概要および，「ナ

イトスクール」をめぐる病院側と地域住民側とのアカウンタビリティ関係の変容に関しては，中i宰他。014)

を参照されたい。
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